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■各支援減免制度の詳細
①高等学校等就学支援金制度

●教養・キャリア本科はダブルスクール制度です。
●科学技術学園高等字校の普通教育に関する科目と専修学校那覇尚学院高等課程（以下那覇尚学院高等課程）の専門教　
育に関する科目の両方を同時に学びます。
●入学許可書・学生証・卒業証書などが2つずつ得られ、ダブルスクールにより2つの学校を同時に卒業できます。

１　入学金110,000円（那覇尚学院高等課程100,000円/科学技術学園高等字校10,000円）※入学時のみ
　　※県立高校等との併願者　県立高校合否発表後に本校への入学を辞退する場合でも返金しません。

２　那覇尚学院高等課程授業料　年間396,000円
　　・本校は高等学校等就学支援金適用校です。
　　・高等学校等就学支援金制度…教育費負担を軽減できる制度はP03をご覧ください。
　　  該当する場合の支給額 118,800円～396,000円

３　科学技術学園高等字校授業料　年間102,000円（入学手続時支払）

４　テキスト・教材・検定料・行事・実習費について（以下補助活動費とします）
　　・学年ごとに発生し、金額も異なります。年間150,000円～180,000円程度。
　　・高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）教育負担を軽減できる制度はP05をご覧ください。
　　  該当する場合の給付額 52,600円～152,000円

５　各種証明書の発行手数料、修学旅行費、クラスTシャツ代・パソコン代等は補助活動費に含まれていません。

６　令和5年3月31日（金）までに入学辞退を申し出た方については、所定の手続きにより、納付済み授業料（選考料及び入
　　学金を除く）を返還いたします。
　　ただし、その時点までに、入学準備のため既に注文・購入された物品に伴う補助活動費に関しては、支払い義務が発生
　　します。

７　学費サポート、支援金や給付金制度の詳細について学校説明会にて説明いたします。

■入学手続き・入学時納付金
返済不要

項目 金額 納付期日

合格者説明会前日まで

特別選考
一次選考
二次選考
二次以降

2024年1月13日（土）
2024年2月24日（土）
2024年3月16日（土）
相談の上、行います。

那覇尚学院　入学金

科学技術学園高等学校納付金

那覇尚学院　施設設備費等　

①

②

③

100,000円

112,000円
（入学金10,000円、年間授業料102,000円）

A 60,000円
B 30,000円

合格者の方に送付される入学手続にそって、入学手続を完了してください。

※専願・併願にかかわらず、期間内に入学金の手続を完了しない場合は、入学資格が取り消しになります。

※延納可 A,B の支払方法から選択 ※6月末まで残り30,000円

【制度概要】
御家庭の教育費負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組みです。全国の約8割の生徒が利用しています。

【受給資格】
高校等（高専、高等専修学校等を含む）に在学する、日本国内に住所を有する方が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が、30万4,200円以上の方（年収目安約910万円
以上の方）【算定式】（市町村民税の)課税標準額x6%-（市町村民税の)調整控除の額
・高校等（修業年限が3年未満のものを除く）を卒業又は修了した方
・高校等に在学した期間が通算して36月（定時制・通信制等の場合は別途算定）を超えた方

1　制度の概要

支給額は、以下のとおりです。
　私立学校等（高等専修学校を含む）に通う生徒：下図のとおり、所得に応じ支給額は変わります。
※所得の判定基準は、1.に記載した算定式により計算した額です。
　下図の「年収目安」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安であり、家族の人数や
年齢。働いている人の人数等で、実際に対象となる年収は変わるのでご注意ください。

3　支給額

　利用のためには、申請が必要です。入学時等に学校から案内があるので、必ず申請書類（マイナンバー関係書類等を
含む）を学校に提出してください。
　提出された書類を基に、都道府県が受給資格の認定を行います。
　毎年7月頃、御家庭の所得情報が更新されるので、都道府県はこれに基づいて改めて受給資格の確認を行います。
　この時には、申請時に提出されたマイナンバーを利用し、都道府県が確認作業を行うため、マイナンバー関係書類の
再度の提出は不要です。
　※マイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、就学支援金の支給に関する事務に活用します。

　※意向確認書類（保護者等情報や課税地の変更の有無を含む。）の提出が必要な場合があります。

2　受給資格の認定

全日制高校の場合の支給額 ※定時制・通信制の場合、支給額が異なります。

154,500円
(590万円) 

11万8,800円
(基準額) 

39万6,000円

304,200円
(910万円) 　（年収目安※）

1.に記載の算定式
により計算した額

所得判定基準

私立学校等の場合、
所得に応して加算
※各学校の授業料との差額
　は、各世帯で食指得判定基準

支給額（年額）

令和6年度 学費等諸費一覧（予定）
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令和5年7月1日現在、私立の高等学校等に在学する生徒がいる、次の(1)～(3)のすべてに該当する世帯。
　(1) 　生徒の保護者等が、沖縄県内に在住していること。
　　　　＊保護者等の住所が沖縄県外にある場合、その都道府県で申請してください。
　(2) 　保護者等全員の令和5年度（令和4年分）の市町村民税所得割額及び
　　　  道府県民税所得割額が非課税であること。（生活保護受給世帯含む）
　　　　＊保護者等の保税情報の確認が取れない場合（例：海外居住や基地関係者など課税証明書及びマイナンバー　　
　　　 カードの交付が受けられない方）は、対象外となります。
　(3) 　生徒が平成26年度以降、沖縄県内の高等学校等就学支援金の支給対象校に入学し、就学支援金(新制度）の受給　
　　  資格を有する者（又は、学び直し支援金の対象者）であること。

★ 申請者 沖縄県内に住所を有する保護者等
　　　※「保護者等」とは、親権を行う者（親権を行う者がいない場合、未成年後見人又は主たる生計維持者）となります。
　　　 　保護者等が存在しない場合、生徒本人が申請者となります。

　入学時等に学校から案内がありますので、申請を行って下さい。申請された月から支給開始となるので、遅れない
よう注意してください。申請には、以下の書類が必要です。
【必要書類】
　①申請書
　②保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類（マイナンバーカードの写し、マイナンバー通知カードの写し、マイナ
　　ンバーが記載された住民票等の写し等。）
　　※他にも、都道府県ごとに必要書類や申請方法を定めている場合があるので、学校からの案内に沿って提出してください。
（注意事項）
　・虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、刑罰に処されることなどがあります。
　・②は原則、親権者全員分（例：親権者が両親ならば2名分）が必要です。詳細は下図をご覧ください。

　意志ある生徒が安心して数育をうけられるよう、授業料以外の数育費負担
を軽減するため、非課税世帯及び生活保護世帯を対象に、「奨学のための給付
金」制度があります。

4　申請

受給者全員
必要です！ 私立高校生

が対象です

　就学支援金とは別に、低所得世帯の授業料以外の教育費（教科書費・教材費など）を支援する『高校生等奨学給付金』
（返済不要）や、都道府県独自の経済的支援がありますので必ず御確認ください。

※高校生等奨学給付金を受給するためには、保護者がお住まいの都道府県への申請が必要です。申請方法等について
　は、通われる学校もしくはお住まいの都道府県にお問い合わせください。
　各都道府県の問い合わせ先は、文部科学省HPにあります「高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧」（以下URL）をご覧く
　ださい。
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

6　高校生等奨学給付金等

　就学支援金は、学校設置者（都道府県、学校法人等）が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。生徒や保護者が
直接受け取るものではありません。
　私立高校等（高等専修学校を含む）の場合、授業料と就学支援金との差額は、御負担いただく必要があります。詳細につい
　ては、学校へお問い合わせ下さい。）

5　就学支援金の支給方法

学校

都道
府県

必要書類を提出

就学支援金と
授業料を相殺

生徒に代わって就学支援金
を受領し、授業料に充てる

就学支援金の費用を
都道府県に交付

必要書類を提出

国

誰のマイナンバーの提出が必要か？
はい いいえ

親権者はいますか 親権者全員

未成年後見人

主たる生計維持者

生徒本人

扶養義務はありますか

未成年後見人はいますか 主たる生計維持者はいますか

※下記の例の場合など、マイナンバーカードの写し等の提出が困難と認められる場合は、上図と異なる場合があります。
　提出が困難な場合や、締切に間に合わない可能性のある場合は、まず学校等にご相談ください。
　（マイナンバーの提出が困難と考えられる場合の例）
　・ドメスティック・バイオレンスなどの理由により接触が困難な場合・海外に在住しており、住民税が課されていない場合  等

★ 申請の対象となる世帯

★ 生徒一人あたりの給付額（令和5年度）

※新入生に対する早期給付を申請された方は、残額分の申請となります（再申請が必要）
◆生徒が第1子又は第2子のいずれに該当するかは、添付の確認シートで判断します。
　お問い合わせの際は、確認シートをお手元にご用意ください。

※私立高等学校等の場合

②沖縄県私立高等学校等奨学のための給付金
（県内の私立高等学校等（高等専修学校を含む）に通う生徒向け）

返済不要

一制度概要一（令和5年度実施）

年額（合計額）世　帯　状　況

52,600円生活保護受給世帯（生業扶助受給世帯）※家計急変は除く

134,600円通信制課程以外の課程に在籍する第1子

152,000円
通信制課程以外の課程に在籍する第2子以降
※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

非課税
世　帯

生徒

（国公立高校は授業料負担が実質0円になります。
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　奨学のための給付金は、保護者等に代わり学校が代理受領し学校徴収金に充てることができます。学校の代理受領に
当たっては、保護者等（申請者）が給付金の受領を学校に委任する必要があります。
　代理受領を希望される場合は「委任状（様式7)」も申請書類に添付し、学校に提出してください。

　　①「給付金受給申請書（横式第1-1、1-2号）」
　　② 保護者等全員の「令和5年度（令和4年分）課税証明書」（市町村発行）もしくは、マイナンバーカードの写し
　　　　※保護者等全員の証明書が必要です。
　　③「債権者登録申請書（振込口座確認書類）」（別紙①）
　　　　※県から直接、申請者（償権者）の口座に振り込むために必要な申請書です。
　　　　　銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも提出してください。
　　④「振込依頼書」（別紙②）
　　　　※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、申請者以外の保護者や対象生徒の口座に振り込みを希望する
　　　　　場合、振込依頼書も提出してください。
　　⑤保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類
　　　　※離職、雇用保険受給者資格者証、碳産宣告通知書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など
　　⑥家計急変後の収入を証明する書類
　　　　※会社作成の給与証明書、直近の給与明細書、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など。また、自営業の
　　　　　方は所得証明書を作成し提出ください。

対象生徒が、「通信制及び専攻科以外の高校等（全日制）に通う」生徒の場合
　　①「給付金受給申請書（様式第1-1、1-2号）」
　　② 保護者等全員の「令和5年度（令和4年分）課税証明書」（市町村発行）もしくは、マイナンバーカードの写し
　　　　※保護者等全員の証明書が必要です。
　　③「債権者登録申請書（振込口座確認書類）」（別紙①）
　　　　※県から直接、申請者（償権者）の口座に振り込むために必要な申請書です。
　　　　　銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも併せて提出してください。

　　④「振込依頼書」（別紙②）
　　　　※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、申請者以外の保護者や対象生徒の口座に振り込みを希望する
　　　　　場合、振込依頼書も提出してください。
　　　対象生徒の他に保護者等に扶養されている15歳（中学生除く）以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合、対象生徒
　　　が「第2子」に該当するか審査するため、次の書類も必ず提出してください。
　　⑤「健康保険証のコピー(別紙③） 」※生徒本人+兄弟姉妹のうち1人分
　　⑥ 国民健康保険加入者は、⑤の「健康保険証のコピー」と「扶養誓約書（様式第6号）」
　　　　※紛失などの事情により健康保険証のコピーの提出ができない場合は「扶養契約書（様式第6号）」（提出でき
　　　　　ない理由を必ず記載すること）。事情によっては追加で書類提出をお願いすることもあります。

★提出書類★　ー該当する世帯をご確認くださいー

〇市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が全員「非課税」の世帯 〇家計急変世帯（家計急変により非課税世帯相当の所得水準となる世帯）

〇「奨学のための給付金」の学校の代理受領について

学校法人 那覇尚学院 事務局窓口

★申請書提出先

【通常給付】：令和6年9月下旬
【家計急変】
　①7月1日までに家計急変となった世帯の申請：令和6年7月下旬
　②7月2日以降に家計急変となった世帯の申請：令和7年2月初旬

★様式のダウンロードについて
　沖縄県ホームページ内「総務私学課奨学のための給付金」で検索
　https://www.pref.okinawa.jp/site/somu/somushi/somu/soumushigaku-top.html

★申請期間について（県への提出期限）

沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班「奨学給付金担当」
電話番号：098-866-2074
　別紙にて給付金対象者及び給付額の「確認シート」があります。給付金を申請する前に必ずご確認頂きますよう
　お願いします。

問い合わせ先

　　①「給付金受給申請書（様式第1-1、1-2号）」
　　②「生業扶助（高等学校等就学費）受給証明書（様式第2号）」
　　　※生業扶助受給証明書（様式第2号）は7月1日以降に福祉事務所で発行されたものを提出してください。
　　③「債権者登録申請書（振込口座確認書類）」（別紙①）
　　　※県から直接、申請者（債権者）の口座に振り込むために必要な申請書です。
　　　　銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも提出してください。
　　④「振込依頼書」（別紙②）
　　　※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、申請者以外の保護者や対象生徒の口座に振り込みを希望する場
　　　　合、振込依頼書も提出してください。

〇生活保護受給世帯（生業扶助を受けている場合に限ります）
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　　　対象生徒の他に保護者等に扶養されている15歳（中学生除く）以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合、対象生徒
　　　が「第2子」に該当するか審査するため、次の書類も必ず提出してください。
　　⑤「健康保険証のコピー(別紙③） 」※生徒本人+兄弟姉妹のうち1人分
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　①7月1日までに家計急変となった世帯の申請：令和6年7月下旬
　②7月2日以降に家計急変となった世帯の申請：令和7年2月初旬

★様式のダウンロードについて
　沖縄県ホームページ内「総務私学課奨学のための給付金」で検索
　https://www.pref.okinawa.jp/site/somu/somushi/somu/soumushigaku-top.html

★申請期間について（県への提出期限）

沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班「奨学給付金担当」
電話番号：098-866-2074
　別紙にて給付金対象者及び給付額の「確認シート」があります。給付金を申請する前に必ずご確認頂きますよう
　お願いします。
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　　①「給付金受給申請書（様式第1-1、1-2号）」
　　②「生業扶助（高等学校等就学費）受給証明書（様式第2号）」
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　　③「債権者登録申請書（振込口座確認書類）」（別紙①）
　　　※県から直接、申請者（債権者）の口座に振り込むために必要な申請書です。
　　　　銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも提出してください。
　　④「振込依頼書」（別紙②）
　　　※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、申請者以外の保護者や対象生徒の口座に振り込みを希望する場
　　　　合、振込依頼書も提出してください。

〇生活保護受給世帯（生業扶助を受けている場合に限ります）



















「学び直し」 と 「専門教育」

生徒募集要項
2024年度入学用

出願書類

新規
開校

学校法人 尚学院
専修学校 那覇尚学院 高　等　課　程

教養・キャリア本科

〒900-0012　那覇市泊2丁目16番地の3

生徒募集用ダイヤル

☎098-867-3515（入学相談係）


